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◆事業の趣旨 
熊本県では、地域の活性化や令和２年７月豪雨からの復旧・復興を目指し、市町村や地域団体等によ

る自主的な地域づくりを後押しするため、次の分野の取組みについて補助事業を実施します。 

本事業は、①地域の特性や地域資源を活かして、②地域の課題解決のために行う、③新たな、地域づ

くりの取組みを支援するものです。 

◆補助事業の分野 
 

 分野 補助対象事業 事業実施者 

通
常
枠 

人口減少対策 

（地域づくり人材の育成） 

地域課題の解決に向けて、地域づくりの担い手となる

人材の育成や外部人材の活用等を図る取組み 

市町村等※ 

地域団体等 

地域の宝さがし 地域にある資源を見つけ出し、又は磨き上げ、それらを

通じて地域の活性化を図る地域づくりの取組み 

市町村等※ 

地域団体等 

起業の誘発 

育成段階 
地域の課題解決に向けて、ビジネスの手法を活用して

取り組む将来的な事業の開始に向けた取組み 

地域団体等 

起業化段階 
地域の課題解決に向けて、ビジネスの手法を活用して

取り組む事業の開始又は規模拡大に向けた取組み 

地域団体等 

交流の促進 地域の特徴的な歴史や自然、文化などの地域資源や特

性を生かし、県内外（地域外）からの交流人口を拡大し、

関係人口の創出・拡大を促進する取組み 

市町村等※ 

地域団体等 

その他の取組み 上記以外の地域づくりの取組みのうち、地域の特性や

優位性を生かした先進的かつモデル的な取組み 

市町村等※ 

地域団体等 

豪
雨
枠 

豪雨枠 令和２年７月豪雨からの復興に向けて、被災地域にお

ける交流人口減少に歯止めをかけるため、自然・食・文

化等の地域資源を活かしたＰＲイベントの開催や地域

の魅力発信などの取組み 

市町村等※ 

地域団体等 

  
○「市町村等」とは、市町村、広域連合、一部事務組合及び市町村が参画し、かつ中心となって運営す

る実行委員会・協議会等をいいます。 

※熊本市が実施主体となる事業は対象としません。ただし、熊本市が他市町村等と連携して事業を実

施し、その効果が県内に波及すると認められた場合は、補助対象となることがあります。 
 

○「地域団体等」とは、地域づくり団体、地域コミュニティ組織、ＮＰＯ法人、福祉・商工・農林水産・

文化関係団体及び地域づくり団体等で構成する実行委員会・協議会等をいいます。 

 

◆事業計画書提出から補助金交付までの流れ 
（１）事業計画書提出手続き 

地域団体等は、事業計画書及び補助金交付要項（案）に定めるその他必要と認める書類を、市町

村へ提出してください。提出部数、市町村への提出方法、時期等の詳細については、各市町村にお

問い合わせください。 

市町村等は、事業計画書及び補助金交付要項（案）に定めるその他必要と認める書類を、次の期

間までに最寄りの地域振興局総務振興課又は振興課（熊本市内の団体については県庁地域振興課、

山鹿市においては県北広域本部振興課）まで提出してください。 

なお、市町村は、市町村等の事業及び管内地域団体等の事業をとりまとめて提出してください。 
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（２）補助対象事業の選定 

ヒアリング及び書類審査を行い、補助対象事業を選定します。「起業の誘発」分野については、外

部有識者を交えた審査会によるプレゼンテーション審査を行います。プレゼンテーションの日時・

会場については、市町村を通じて後日通知します。また、プレゼンテーション実施団体に対しては、

追加資料を求めることがあります。 

審査結果は、市町村に内示します。 

（３）交付申請・交付決定 

内示に基づく市町村や地域団体等からの交付申請を受け、各広域本部長が交付決定を行います。 

（４）実績報告書の提出 

補助金の交付決定を受けた場合には、事業完了後速やかに実績報告書を提出してください（事業

収支を記載した帳簿の作成等、経理状況が明確に分かるようにしておいてください）。 

（５）補助金の交付 

補助金は、事業が完了し補助金額が確定した後、補助金交付請求書の提出を受けて支払います（必

要と認められる場合は、事業完了前に概算払いできる場合があります）。 

■市町村から県への提出期間 

令和６年（２０２４年）２月１４日（水）～令和６年（２０２４年）２月２９日（木） 

※ただし、予算状況によっては、追加の募集を行う場合があります。 

 

■地域団体等から市町村への提出期限 

※市町村が指定する期日までに、市町村へ提出してください。 

■市町村への内示時期 

令和６年度（２０２４年度）３月下旬～４月上旬 

※内示時期は、あくまで、予定であり、実際の内示は前後することもありますので、

予めご了承ください。 



4 

 

 
 

◆交付決定を受けた場合の注意事項 
（１）交付決定を受けた場合は、申請した事業計画書に基づいて、事業を実施してください。事業計画

書に記載した内容を変更する場合は、変更した内容を実行する前に、予め県に相談してください。

変更の内容によっては、県に対して変更を申請し、承認又は変更交付決定を受ける必要があります

（変更内容によっては承認等ができない場合もあります）。承認等を得ずに事業計画書と異なる事

業を実施した場合、補助金の交付ができないことがあります。 

（２）補助対象経費の支出にあたっては、領収書、請求書、納品書等の証拠書類を分かりやすく整理・

保存してください。実績報告時に必要となります。 

（３）交付決定より前に事業に着手することはできません。 

ただし、交付申請に併せて交付決定前着手承認申請書を提出した場合は、以降、事業に着手するこ

とができます。 

（４）ハードに該当する購入備品(１品の取得価格が10万円以上)は、原則として現地確認を行います。 

（５）本事業で人を雇用する場合は、実績報告時に賃金台帳等や出勤簿等が必要となります。 

 

※ 詳しくは、「令和６年度（２０２４年度）地域づくり夢チャレンジ推進補助金交付要項(案)」を

ご覧ください。 


